（様式２）
誓約書
令和　　年　　月　　日

　

高島市病院事業管理者　西川　彰
本店等所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実　印

商号または名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は、次の事項について誓約するとともに、これらに万一違反する行為があったときは、プロポーザル参加資格の取消しの処分を受けること、また、許可後の場合は本許可の解除、および違反によって高島市病院事業に生じた全ての損害を賠償することに異議を申しません。

１．高島市民病院テレビシステム設置運営事業者選定プロポーザルの参加申請および企画提案にあたり提出した添付書類を含む全ての書類は、真実に基づいて記載したものです。

２．次のいずれの者にも該当しません。

⑴　地方自治法施行令第１６７条の４の第１項の規定に該当する者。
⑵　本申請書提出日現在において、高島市から現に指名停止を受けている者。
⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。
⑷　市町村税、法人税、消費税および地方消費税を滞納している者。
３．当該業務のプロポーザルに参加するに当っては、関係法令および諸規定を遵守し、誠実にこれを履行します。
４．本プロポーザルおよび運営事業に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的への使用、第三者への開示・漏洩をいたしません。

５．高島市個人情報保護条例については、規定の趣旨を尊重し遵守します。

６．納付すべき税については滞納しないことを誓約し、また許可期間中に納付状態について調査されることに同意します。
７．次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。
イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
